
平成１９年４月１日以後に離婚をした場合平成１９年４月１日以後に離婚をした場合平成１９年４月１日以後に離婚をした場合平成１９年４月１日以後に離婚をした場合平成１９年４月１日以後に離婚をした場合において，当事者間の合意や裁判手続によにおいて，当事者間の合意や裁判手続によにおいて，当事者間の合意や裁判手続によにおいて，当事者間の合意や裁判手続によにおいて，当事者間の合意や裁判手続によ

り分割割合を定めたときに，当事者からの年金分割の請求によって，婚姻期間中に納めり分割割合を定めたときに，当事者からの年金り分割割合を定めたときに，当事者からの年金り分割割合を定めたときに，当事者からの年金り分割割合を定めたときに，当事者からの年金分割の請求によって，婚姻期間中に納め分割の請求によって，婚姻期間中に納め分割の請求によって，婚姻期間中に納め分割の請求によって，婚姻期間中に納め

た保険料の額に対応する厚生年金（又は共済年金）を分割する制度です（「合意分た保険料の額に対応する厚生年金（又た保険料の額に対応する厚生年金（又た保険料の額に対応する厚生年金（又た保険料の額に対応する厚生年金（又は共済年金）を分割する制度です（「合意分は共済年金）を分割する制度です（「合意分は共済年金）を分割する制度です（「合意分は共済年金）を分割する制度です（「合意分

割」）。具体的には，婚姻期間中の保険料納付割」）割」）。具体的には，婚姻期間中の保険料納付割」） 記録等（年金額算定の基礎となるもの）

を分割し，離婚をした当事者は，それぞれ分割後の記録に基づいて年金額が算定される

ことになります（※）。

私たちは，平成１９年５月に離婚した元夫婦です。

年金分割制度における家庭裁判所の手続

ご存じですか？

僕たちの場合，合意分
割が問題になるのか。
どのような手続が必要
になるんだろう？

※ 年金分割制度には，「合意分割」のほかに，「３号分割」があります。「３号
分割」とは，平成２０年４月以降の被扶養配偶者（第３号被保険者）期間につ
いて，離婚をした場合に，当事者からの年金分割の請求により，相手方との
合意なしに年金額の計算の基礎となる記録を２分の１に分割することができ
る制度であり，裁判手続は必要ありません。

そもそも，年金分割制
度って何なんだろう？

どうすれば
いいんだろ？離婚した時に年金を分割

できることが最近話題に

なっているようだけど・・・

年金を分割するには

割合について当事者

間で話し合うと聞い

たけど・・・
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公証役場における手続公証役場における手続公証役場における手続

情報通知書の
写真

それでは，合意分割の手続の流れを見てみましょう。

事務所や共済組合等における手続社会保険事務所や共済組合等における手続社会保険事務所や共済組合等における手続社会保険事務所や共済組合等における手続社会保険事務所や共済組合等における手続

（年金分割の請求手続）

事務所や共済組合等における手続社会保険事務所や共済組合等における手続社会保険事務所や共済組合等における手続社会保険事務所や共済組合等における手続社会保険事務所や共済組合等における手続

（情報提供請求と「年金分割のための情報通知書」）

公証役場の所在地に
ついては，日本公証
人連合会のホーム
ページ
（���������������������
������������）
を参照するか最寄り
の法務局又は地方
法務局にお問い合わ
せください。

まずは割合に
ついて話し合
うのね。話合
いができない
場合はどうな
るのかしら？

16 17



審判 調停

リーフレット

話合いができない場合には，家庭裁判所の手続を利用
することができます。
それでは，家庭裁判所の手続について見てみましょう。

事務所や共済組合等における手続社会保険事務所や共済組合等における手続社会保険事務所や共済組合等における手続社会保険事務所や共済組合等における手続社会保険事務所や共済組合等における手続

（年金分割の請求手続）

審判 調停

申立書用紙
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ウェブサイトもご覧ください（家事事件の手続に関する説明などの情報等を掲載しています。）
（������������������������）

● 審判・調停に関する手続の詳細は，最寄りの家庭裁判所へ

● 年金分割制度等についてのお問い合わせ・相談等は・・・

※ 以上のほか，請求によって各制度ごとに交付される「年金分割のため
の情報通知書」にも年金分割制度等についてのお問い合わせ先が記載さ
れています。

厚生年金について

国家公務員共済年金
について

地方公務員共済年金
について

私立学校教職員
共済年金について

・・・・・全国の社会保険事務所全国の社会全国の社会全国の社会全国の社会保険事務保険事務保険事務保険事務所所所所
・電話でのお問い合わせは「・電話で・電話で・電話で・電話でのおのおのおのお問い合わ問い合わ問い合わ問い合わせはせはせはせは「「「「ねんきんねんきねんきねんきねんきんんんんダイヤル」ダダダダイヤル」イヤル」イヤル」イヤル」

（（（（（TEL0570TETETETEL05L05L05L0570707070-----0505050505-----11651161161161165555）））））

《《《《《組合員であった方及びその配偶者等の方組合員であった方及びその配偶者等の方組合員であった方及びその配偶者等の方組合員であった方及びその配偶者等の方組合員であった方及びその配偶者等の方》》》》》
国家公務員共済組合連合会年金相談室（国家公務員共済組合連合会年金相談室（国家公務員共済組合連合会年金相談室（国家公務員共済組合連合会年金相談室（国家公務員共済組合連合会年金相談室（TELTELTELTELTEL0303030303-----32653265326532653265-----8141(8141(8141(8141(8141(代表代表代表代表代表)))))）））））

現在所属している共済組合又は過去に所属していた共済組合現在所属現在所属現在所属現在所属してしてしてしている共済いる共済いる共済いる共済組合組合組合組合又は過去又は過去又は過去又は過去に所に所に所に所属してい属してい属してい属していた共た共た共た共済組合済組合済組合済組合

日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部広報相談センター相談室

（（（（（TELTELTELTELTEL0303030303-----38133813381338133813-----5321(5321(5321(5321(5321(代表代表代表代表代表)))))）））））

《《《《《国家公務員共済組合の組合員の方及びその配偶者等の方国家公務員共済組合の組合員の方及びその配偶者等の方国家公務員共済組合の組合員の方及びその配偶者等の方国家公務員共済組合の組合員の方及びその配偶者等の方国家公務員共済組合の組合員の方及びその配偶者等の方》》》》》
現在勤務されている各省庁の共済組合現在勤務されている各省庁の共済組合現在勤務されている各省庁の共済組合現在勤務されている各省庁の共済組合現在勤務されている各省庁の共済組合

なるほど，よく
わかりました。

まずは二人で，年金
ついて，話し
みます。
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